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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバする方法であって、
　サービスネットワーク基地局システムが、ユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍ
ｅｎｔ）の回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ）ドメインサービスをターゲ
ットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定した場合、ＨＯ－Ｐｒｏ
ｘｙが、前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワーク
のＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要
求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネ
ットワークのＰＳドメインにハンドオーバする
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記方法は、
　前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲ
ットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定する前に、
　前記ＵＥが、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ
　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）ネットワークを介してサービスネッ
トワーク又はターゲットネットワークにおいてベアラを確立し、若しくはＩＭＳセッショ
ンを開始し、若しくはサービスネットワーク又はターゲットネットワークにおいてベアラ
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を直接に確立するステップ
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスをさらに有する場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記
ＵＥに対するＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信するステップと、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインと前記ＵＥのＰＳドメインサービス
とをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネット
ワーク制御エンティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメ
インサービスと前記ＵＥのＰＳドメインサービスとをターゲットネットワークのＰＳドメ
インにハンドオーバするステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥに対するＰＳドメインサービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＣＳドメイ
ンサービスを有するか否かを示す識別情報が含まれ、及び／又は、前記ＵＥに対するＣＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有するか否
かを示す識別情報が含まれる
　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受
信するステップでは、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
ク基地局システムからの、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含むＣＳドメイ
ンサービスハンドオーバ要求によってトリガーされ、又は、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
ク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求であり、又は、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
クＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求であり、且つ前記サービスネット
ワークＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
ク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求によってトリガーされる
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが受信した前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ
要求とＰＳドメインサービスハンドオーバ要求は、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とＰＳドメインサービスハン
ドオーバ要求が、前記サービスネットワーク基地局システムからの、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘ
ｙに関連付け可能な情報を含むＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とＰＳドメインサ
ービスハンドオーバ要求とによってトリガーされ、又は、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
ク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求であり、且つ前記ＵＥに
対するＰＳドメインサービスハンドオーバ要求が、サービスネットワークＳＧＳＮからの
ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求であり、且つ前記サービスネットワークＳＧＳＮ
からのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワーク基地局シス
テムからのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求によってトリガーされ、又は、
　前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
クＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求であり、且つ前記サービスネット
ワークＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワー
ク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求によってトリガーされ、
且つ前記ＵＥに対するＰＳドメインサービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワ
ーク基地局システムからのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求である
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　ことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークの
ＰＳドメインにハンドオーバするステップでは、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥの
ためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はターゲットネットワーク制御
エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行し、前記
ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービス
を供給し、
　又は、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＰＳド
メインハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記Ｕ
ＥのＣＳドメインにおける元のサービスを供給する
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　サービスネットワーク基地局システムと、ターゲットネットワーク制御エンティティと
、ターゲットネットワークのＰＳドメインへのハンドオーバのためのＨＯ－Ｐｒｏｘｙと
を含む、回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバするシステム
であって、
　前記サービスネットワーク基地局システムは、ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲッ
トネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定する場合、前記ＵＥのＣＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求を生成して前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信し
た後、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハン
ドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要求し、又は前記ＵＥの
ＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする
　ことを特徴とするシステム。
【請求項９】
　前記システムは、ＵＥをさらに含み、
　前記ＵＥは、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサー
ビスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定する前に、
ＩＭＳネットワークを介してサービスネットワーク又はターゲットネットワークにおいて
ベアラを確立し、若しくはＩＭＳセッションを開始し、若しくはサービスネットワーク又
はターゲットネットワークにおいてベアラを直接に確立する
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ＵＥがさらにＰＳドメインサービスを有する場合、前記サービスネットワークはさ
らに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信
し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＣＳドメインとＰＳドメインサービスをタ
ーゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク
制御エンティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＣＳドメ
インサービスとＰＳドメインサービスとターゲットネットワークのＰＳドメインをハンド
オーバする
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＣＳドメインサービスハンド
オーバ要求において前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含め、前記ＣＳドメイ
ンサービスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要
求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求
をサービスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣがＣＳドメイ
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ンサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前
記ＵＥのためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はターゲットネットワ
ーク制御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行
し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元の
サービスを供給し、又は、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、ＰＳ
ドメインハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記
ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービスを供給する
　ことを特徴とする請求項８に記載のシステム。
【請求項１３】
　ハンドオーバプロキシ（ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ）であって、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、サービスネットワーク基地局システムがＵＥのＣＳドメイン
サービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定した場
合、前記ＵＥに対するＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信するように設定され
、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワーク
のＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要
求するように設定され、又は、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワー
クのＰＳドメインにハンドオーバするように設定される
　ことを特徴とするＨＯ－Ｐｒｏｘｙ。
【請求項１４】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、さらに、
　ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信するように設定され、当該ＣＳドメイン
サービスハンドオーバ要求が、前記サービスネットワーク基地局システムからの、前記Ｈ
Ｏ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含むＣＳドメインサービスハンドオーバ要求によ
ってトリガーされ、又は、
　前記サービスネットワーク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要
求を受信するように設定され、
　前記サービスネットワークＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信
し、且つ前記サービスネットワークＭＳＣからのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求
が、前記サービスネットワーク基地局システムからのＣＳドメインサービスハンドオーバ
要求によってトリガーされるように設定される
　ことを特徴とする請求項１３に記載のＨＯ－Ｐｒｏｘｙ。
【請求項１５】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、さらに、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥ
のためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はターゲットネットワーク制
御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行し、前
記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービ
スを供給し、又は、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、ＰＳドメイ
ンハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥの
ＣＳドメインにおける元のサービスを供給するように設定される
　ことを特徴とする請求項１３に記載のＨＯ－Ｐｒｏｘｙ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ）ドメインサービスを有す
るユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が非パケット交換（ＰＳ：Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈ）ネットワークからＰＳネットワークにハンドオーバする場合のハ
ンドオーバ技術に関し、特に、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：ＩＰ　Ｍｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｓｙｔｅｍ）においてユーザが回線
交換ドメインからパケット交換ドメインにハンドオーバする方法及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＳは第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）により提案された、ＩＰに基づいた
ネットワークアーキテクチャであり、オープン的且つ柔軟なサービス環境を構築し、マル
チメディアアプリケーションをサポートし、ユーザに豊かなマルチメディアサービスを提
供することができる。
【０００３】
　ＩＭＳサービスシステムにおいて、制御層とサービス層は分離されており、制御層は具
体的なサービスを提供せず、サービス層に必要なトリガー、ルーティング、課金などの機
能を提供するだけである。
【０００４】
　制御層におけるサービストリガーと制御機能は、呼出セッション制御機能（ＣＳＣＦ：
Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）によって実行される。
ＣＳＣＦには主に、プロキシ呼出セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ：Ｐｒｏｘｙ－ＣＳ
ＣＦ）、問い合わせ呼出セッション制御機能（Ｉ－ＣＳＣＦ：Ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔｉｎ
ｇ－ＣＳＣＦ）、サービス呼出セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ：Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｃ
ＳＣＦ）という３つのタイプが存在するこのうち、Ｓ－ＣＳＣＦは必須の機能であり、Ｉ
－ＣＳＣＦは任意的な機能である。
【０００５】
　サービス層は一連のアプリケーションサーバー（ＡＳ：Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅ
ｒｖｅｒ）からなり、具体的なサービスを提供できる。ＡＳは独立のエンティティであっ
てよく、Ｓ－ＣＳＣＦ内に存在してもよい。
【０００６】
　制御層（Ｓ－ＣＳＣＦ）はユーザの契約情報によってサービストリガーを制御し、ＡＳ
におけるサービスをコールし、サービス機能を実現する。
【０００７】
　セッションにおけるエンドツーエンドの機器はユーザ装置（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ）と称され、ＵＥは使用者とのインタラクティブを担当する。ＵＥは、３ＧＰ
ＰのＰＳドメインを介してネットワークにアクセスし、又は、他の非３ＧＰＰのＰＳドメ
インを介してネットワークにアクセスし、又はＣＳドメインを介してネットワークにアク
セスすることなどを含む様々なアクセスネットワーク方式を有する。
【０００８】
　ＩＭＳユーザがＣＳドメインにアクセスしてコールを開始する場合、そのコールシグナ
リングはユーザが属するＩＭＳドメインにルーティングされる必要があり、それによって
ユーザにサービスが提供される。
【０００９】
　ＵＥはある時刻に、ＣＳドメイン又はＰＳドメインのみを使用して音声サービスを提供
できるが、ＣＳドメインとＰＳドメインを同時に使用して音声サービスを提供できない。
ＵＥがＣＳドメインを使用して音声サービスを提供している時に、ＰＳドメインを使用し
て音声サービスを提供する必要がある場合、ＰＳドメインへのハンドオーバーが発生し、
それをリバース単一無線音声通話継続性（ＲＳＲＶＣＣ：Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｓｉｎｇｌｅ
　Ｒａｄｉｏ　Ｖｏｉｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ）と称する。
【００１０】
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　ＵＥはＣＳドメインが音声サービスを提供する時に依然としてＰＳドメインを使用して
他の非音声サービスを提供できるため、リバース単一無線音声通話継続性が発生する場合
、ＰＳドメインの非音声サービスハンドオーバが同時に存在する可能がある。
【００１１】
　ＵＥはソースネットワークにおいてＣＳドメインとＰＳドメインそれぞれによってサー
ビスが提供され、ハンドオーバされた後のターゲットネットワークにおいてＰＳドメイン
のみによってサービスが提供されるので、ハンドオーバする際にＣＳハンドオーバとＰＳ
ハンドオーバを同期する必要がある。即ち、ＣＳドメインからＰＳドメインへのハンドオ
ーバ、及びＰＳドメインからＰＳドメインへのハンドオーバを同期する必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　これに鑑みて、本発明の主な目的は、非ＰＳネットワークにおけるＵＥのＣＳドメイン
サービスを正確かつ効率的にＰＳネットワークにハンドオーバできるように、回線交換ド
メインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバする方法及びシステムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記目的を実現するために、本発明の技術案は以下のように実現される。
【００１４】
　ターゲットネットワークのパケット交換（ＰＳ）ドメインへのハンドオーバのハンドオ
ーバプロキシ（ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ）を設定する、回線交換ドメインサービスをパケット交
換ドメインにハンドオーバする方法であって、
　前記方法は、
　サービスネットワーク基地局システムがユーザ装置（ＵＥ）の回線交換（ＣＳ）ドメイ
ンサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定した
場合、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信
し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワーク
のＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要
求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネ
ットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを含む。
【００１５】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサー
ビスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定する前に、
　前記ＵＥが、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークを介してサービ
スネットワーク又はターゲットネットワークにおいてベアラを確立し、若しくはＩＭＳセ
ッションを開始し、若しくはサービスネットワークやターゲットネットワークにおいてベ
アラを直接に確立するステップをさらに含む。
【００１６】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲット
ネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エン
ティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスを
ターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする前に、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求と前記Ｕ
ＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とを関連付けるステップをさらに含む。
【００１７】
　好ましくは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＰＳ
ドメインサービスを有するかどうかを示す識別情報が含まれる。
【００１８】
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　好ましくは、前記方法は、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスをさらに有する場合、前記サービスネットワーク基地
局システムが前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ
に送信するステップと、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥの前記ＣＳドメインと前記ＰＳドメインサービスと
をターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワ
ーク制御エンティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥの前記ＣＳド
メインサービスと前記ＰＳドメインサービスとをターゲットネットワークのＰＳドメイン
にハンドオーバするステップとをさらに含む。
【００１９】
　好ましくは、
　前記サービスネットワーク基地局システムによって送信された前記ＵＥのＰＳドメイン
サービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＣＳドメインサービスを有することを示す識
別情報が含まれる。
【００２０】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要
求と前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とを関連付けるステップでは、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を先に受
信した場合に、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有することを確定する。
【００２１】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要
求と前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とを関連付けるステップでは、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を先に受
信した場合に、前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求におけるＣＳドメインサービ
スの識別情報に応じて、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有することを確定し、
又は、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を先に受信した場合、前記ＣＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求においてＰＳドメインサービスを有するかどうかを示
す識別情報に応じて、前記ＵＥがＰＳドメインサービスをさらに有するかどうかを確定す
る。
【００２２】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要
求と前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とを関連付けるステップでは、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を先に受
信した場合に、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求においてＰＳドメインサービ
スを有するかどうかを示す識別情報に応じて、前記ＵＥがＰＳドメインサービスをさらに
有するかどうかを確定する。
【００２３】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信するステップでは、
　前記サービスネットワーク基地局システムが、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ
要求において前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含め、前記ＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記サービスネットワーク基地局システムが、前
記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記
サービスネットワーク基地局システムが、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を
サービスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣが、ＣＳドメイ
ンサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する。
【００２４】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求とＰＳドメインサービスハンドオーバ要求とを前記ＨＯ－Ｐｒｏｘ
ｙに送信するステップでは、
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　前記サービスネットワーク基地局システムが、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ
要求と前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求において前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連
付け可能な情報を含め、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求及び／又は前記ＰＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記サービスネットワーク基地局シ
ステムが前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、
且つ、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＰＳドメインサービスハンドオー
バ要求をサービスネットワークＳＧＳＮに送信し、前記サービスネットワークＳＧＳＮが
ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記サ
ービスネットワーク基地局システムが前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求をサー
ビスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣがＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、且つ、前記サービスネットワー
ク基地局システムが前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求送信を前記ＨＯ－Ｐｒｏ
ｘｙに送信する。
【００２５】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネ
ットワークのＰＳドメインにハンドオーバするステップでは、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥの
ためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はターゲットネットワーク制御
エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行し、前記
ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービス
を供給し、又は、
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＰＳドメイン
ハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣ
Ｓドメインにおける元のサービスを供給する。
【００２６】
　好ましくは、前記ターゲットネットワーク制御エンティティはＭＭＥ又はＳＧＳＮであ
り、前記ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＭＳＣ、ＳＧＳＮ又はターゲットネットワーク制御エンティ
ティである。
【００２７】
　サービスネットワーク基地局システムと、ターゲットネットワーク制御エンティティと
、ターゲットネットワークのＰＳドメインへのハンドオーバのＨＯ－Ｐｒｏｘｙとを含む
、回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバするシステムであっ
て、
　前記サービスネットワーク基地局システムは、ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲッ
トネットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定する場合、前記ＵＥのＣＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求を生成して前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信し
た後、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハン
ドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要求し、又は、前記ＵＥ
のＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする。
【００２８】
　好ましくは、前記システムは、ＵＥをさらに含み、前記ＵＥは、前記サービスネットワ
ーク基地局システムが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳ
ドメインにハンドオーバすることを決定する前に、ＩＭＳネットワークを介してサービス
ネットワーク又はターゲットネットワークにおいてベアラを確立し、若しくはＩＭＳセッ
ションを開始し、若しくはサービスネットワーク又はターゲットネットワークにおいてベ
アラを直接に確立する。
【００２９】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲット
ネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エン
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ティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをタ
ーゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする前に、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは
、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求と前記ＵＥのＣＳドメインサービス
ハンドオーバ要求とを関連付ける。
【００３０】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＵＥのＣＳドメ
インサービスハンドオーバ要求に、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有するかどうかを
示す識別情報を含める。
【００３１】
　好ましくは、前記ＵＥがさらにＰＳドメインサービスを有する場合、前記サービスネッ
トワークはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒ
ｏｘｙに送信し、
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＣＳドメインとＰＳドメインサービスをタ
ーゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするとターゲットネットワーク制御
エンティティに要求し、又は、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、さらに、前記ＵＥのＣＳドメイ
ンサービスとＰＳドメインサービスとターゲットネットワークのＰＳドメインをハンドオ
ーバする。
【００３２】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムから送信された、前記ＵＥのＰ
Ｓドメインサービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＣＳドメインサービスを有するこ
とを示す識別情報が含まれる。
【００３３】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンド
オーバ要求を受信した場合、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有することを確定
する。
【００３４】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンド
オーバ要求を受信した場合、前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求におけるＣＳド
メインサービスの識別情報に応じて、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有するこ
とを確定する。
【００３５】
　好ましくは、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ
要求を受信した場合、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求における、ＰＳドメイ
ンサービスを有するかどうかを示す識別情報に応じて、前記ＵＥがＰＳドメインサービス
を有するかどうかを確定する。
【００３６】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＣＳドメインサ
ービスハンドオーバ要求において前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含め、前
記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハ
ンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハン
ドオーバ要求をサービスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣ
がＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する。
【００３７】
　好ましくは、前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＣＳドメインサ
ービスハンドオーバ要求と前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求において前記ＨＯ
－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含み、そして前記ＣＳドメインサービスハンドオー
バ要求及び／又は前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記ＣＳ
ドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、且つ、前記サービ
スネットワーク基地局システムが前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求をサービス
ネットワークＳＧＳＮに送信し、前記サービスネットワークＳＧＳＮがＰＳドメインサー
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ビスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記ＣＳドメインサービ
スハンドオーバ要求をサービスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワーク
ＭＳＣがＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、且つ
、前記サービスネットワーク基地局システムが前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要
求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する。
【００３８】
　好ましくは、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ
は、さらに、前記ＵＥのためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はター
ゲットネットワーク制御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオ
ーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメイ
ンにおける元のサービスを供給し、
　又は、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、さら
に、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用
して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービスを供給する。
【００３９】
　本発明において、サービスネットワークがＣＳドメインサービスを有するＵＥをＰＳネ
ットワークにハンドオーバすることが必要だと確定した場合、サービスネットワークが、
ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求をＨＯ－Ｐｒｏｘｙに転送し、又は、ＰＳドメイ
ンサービスハンドオーバ要求をＨＯ－Ｐｒｏｘｙに転送し、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ要求ターゲ
ットネットワーク制御エンティティにより、ＣＳドメインサービスをＰＳネットワークに
ハンドオーバし、又は、ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＣＳドメインサービスをＰＳネットワークに
ハンドオーバする。
【００４０】
　すなわち、本発明はＨＯ－Ｐｒｏｘｙによって、ＣＳドメインサービスからＰＳネット
ワークへのハンドオーバを処理する。ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＭＳＣ又はＳＧＳＮ又はターゲ
ットネットワーク制御エンティティに位置してもよい。ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、ＣＳドメイ
ンサービスからＰＳネットワークへのハンドオーバに用いられる場合、ＵＥの対応するサ
ービス（ＣＳドメインサービス及び／又はＰＳドメインサービス）にＰＳのベアラリソー
スを正確に確保しておくことができ、正確かつタイムリーなハンドオーバを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の実施形態１に係る、回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメイン
にハンドオーバする方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態２に係る、回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメイン
にハンドオーバする方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本発明の基本着想としては、サービスネットワークが、ＣＳドメインサービスを有する
ＵＥをＰＳネットワークにハンドオーバする必要があることを確定した場合、サービスネ
ットワークが、ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求及び／又はＰＳドメインサービス
ハンドオーバ要求をＨＯ－Ｐｒｏｘｙに転送し、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＣＳドメインサービ
スからＰＳネットワークへのハンドオーバを実行する。
【００４３】
　本発明の目的、技術案及びメリットを明確にするために、以下、実施形態を挙げて図面
を参照しながら本発明を詳しく説明する。
【００４４】
　（実施形態１）
　図１は本発明に係る回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバ
する方法の実施形態１のフローチャートである。図１に示すように、本実施形態の応用シ
ナリオでは、ＵＥ－１がＣＳドメインを介してＵＥ－２とコールを確立する。
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【００４５】
　ＵＥ－１には他の非音声のＰＳドメインサービスがある可能性があり、ＵＥ－１がター
ゲットネットワーク（ＰＳネットワーク）に移動した場合、すべてのサービスをターゲッ
トネットワークのＰＳドメインにハンドオーバして提供する必要がある。本実施形態の回
線交換ドメインサービスがパケット交換ドメインにハンドオーバする方法は具体的に以下
のステップを含む。
【００４６】
　ステップ１００は必要に応じて選択可能とされるものであり、ＵＥ－１が、ＰＳベアラ
を確立することをサービスネットワークに要求するステップである。例えば、ＵＥ－１は
Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｃｏｍｍａｎｄメッセージを送信することにより、
又は、ＩＭＳネットワークとサービスネットワークとのインタラクティブによりベアラの
確立を実現する。例えば、ＵＥ－１はＩＭＳセッションを開始し、又はＩＭＳ登録過程中
にベアラ確立をする必要があることをＰ－ＣＳＣＦに通知し、且つＰ－ＣＳＣＦとサービ
スネットワークとのインタラクティブによりベアラの確立を実現する。
【００４７】
　当該ステップはハンドオーバの前にいつでも行ってもよい。ＵＥ－１が先にターゲット
ネットワークにアクセスした場合、ターゲットネットワークでベアラを確立することがで
きる。この時、ターゲットネットワーク基地局システムとターゲットネットワーク制御エ
ンティティによりベアラの確立が実現される。この場合、ＵＥ－１はサービスネットワー
クが移動してからＣＳサービスを確立し、そして、後続のステップを実行する。
【００４８】
　ステップ１０１では、ＵＥ－１は、そのサービスしているネットワークに測定レポート
を送信して、セルの信号強度の測定情報を報告する。
【００４９】
　ステップ１０２では、ＵＥ－１にサービスするネットワークの基地局サブシステムは、
ＵＥ－１の測定レポートにおける各セル信号強度の測定情報に応じて、ターゲットセルの
属するターゲットネットワークＰＳドメインがＵＥ－１のために適切にサービスすると判
定して、ハンドオーバ操作を行うことを決定する。
【００５０】
　サービスネットワークの基地局サブシステムはハンドオーバ要求をＭＳＣに送信し、例
えばハンドオーバ要求（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ）メッセージを送信する。
ハンドオーバ要求メッセージのターゲット識別子（ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ）には、前記サー
ビスネットワークの各ネットワーク要素（例えばＭＳＣ）により前記ハンドオーバ要求を
前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙにルーティングするターゲット識別子を設定してもよい。
【００５１】
　ＵＥ－１がＰＳサービスをさらに有する場合、ハンドオーバ要求メッセージに「ＰＳサ
ービスがある」を示す情報が含まれ、この情報は例えば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる
。ハンドオーバプロキシはサービスネットワークのＭＳＣ、ＳＧＳＮ、又はターゲットネ
ットワーク制御エンティティに含まれてもよい。
【００５２】
　ステップ１０３では、ＭＳＣがＨＯ－Ｐｒｏｘｙにハンドオーバ要求メッセージを送信
する。ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが他のＭＳＣに位置する場合、例えば、Ｐｒｅｐ＿ＨＯ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔメッセージを送信する。ハンドオーバ要求メッセージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤは、
受信されたハンドオーバ要求メッセージ（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ）のｔａ
ｒｇｅｔ　ＩＤ（即ち、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに指す）である。
【００５３】
　ハンドオーバ要求メッセージには、「ＰＳサービスがある」ことを示す情報が含まれ、
例えば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＳＧＳＮ又はターゲットネ
ットワークの制御ネットワーク要素に位置する場合、例えばＣＳ　ｔｏ　ＰＳ　ＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＭＭＥに位置する場合、ｔａｒ
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ｇｅｔ　ＩＤはＨＯ－Ｐｒｏｘｙにも送信される（当該ｔａｒｇｅｔ　ＩＤが必ずしも受
信されたハンドオーバ要求メッセージ（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄ）のｔａｒ
ｇｅｔ　ＩＤでなく、受信されたハンドオーバ要求メッセージに含まれるｔａｒｇｅｔ　
ＩＤ又は他のフィールド情報より得られてもよい）。
【００５４】
　ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ　がＳＧＳＮに位置する場合、ＭＳＣは例えば、構成又は接続関係に
応じてＨＯ－Ｐｒｏｘｙを確定できる。ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＭＭＥに位置する場合、ハン
ドオーバ要求メッセージには「ＰＳサービスを有する」ことを示す情報が含まれ、この情
報は例えば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。
【００５５】
　もちろん、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが当該ＭＳＣに含まれる場合、当該ＭＳＣに送信されるＨ
ａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージは同時にＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信され、ス
テップ１０３は存在しない。
【００５６】
　ステップ１０４では、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＣＳドメインからのハンドオーバ要求メッセ
ージ（ＭＳＣから、又はＨＯ－ＰｒｏｘｙがＭＳＣに含まれる場合に基地局サブシステム
から）を受信する。ハンドオーバ要求メッセージに、「ＰＳサービスを有する」ことを示
する情報が含まれる場合、ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＰＳドメインからのハンドオーバ要求メッ
セージを待つ。
【００５７】
　ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＳＧＳＮに位置する場合、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、指示情報によって
判断する必要がなく、ユーザがＰＳサービスを有するかを判断できる。
【００５８】
　ステップ１０５では、ＵＥ－１がＰＳドメインのデータサービスをさらに有する場合、
サービスネットワークの基地局サブシステムはサービスネットワークデータドメイン制御
エンティティ（即ちＳＧＳＮ）にハンドオーバ要求メッセージをさらに送信する。ハンド
オーバー要求メッセージは例えば、Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージ
である。
【００５９】
　ハンドオーバ要求メッセージのターゲット識別子（ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ）は前記サービ
スネットワークの各ネットワーク要素（例えば、ＳＧＳＮ）により前記ハンドオーバ要求
が前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙにルーティングされるターゲット識別子として設定されてもよい
。ハンドオーバ要求メッセージには「ＣＳサービスを有する」ことを示す情報が含まれ、
例えば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。
【００６０】
　ｔａｒｇｅｔ　ＩＤの一部の情報は現在のハンドオーバがＰＳ及びＣＳからＰＳ（即ち
、「ＣＳサービスがある」と示す）へのハンドオーバであると表すことに用いられ、例え
ば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤにおけるロケーションエリア識別情報（ＬＡＩ：Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）又はルーティングエリア識別情報（ＲＡＩ：Ｒｏｕｔ
ｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）によって示される。、例えば、特定のＬＡＩ又は
ＲＡＩは、現在のハンドオーバがＰＳ及びＣＳからＰＳへのハンドオーバであることを識
別することに用いられる。もちろん、対応する要求メッセージに専用のハンドオーバ指示
識別子が設けられることにより示されてもよい。
【００６１】
　ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは先にＰＳドメインからのハンドオーバ要求を受信した後、ＨＯ－Ｐ
ｒｏｘｙがＭＳＣに位置すると、正常なＰＳドメインからＰＳドメインへのハンドオーバ
要求がＨＯ－Ｐｒｏｘｙに到達しないので、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがこの判断結果によりＣＳ
ドメインからのハンドオーバ要求をさらに待つ必要がある。
【００６２】
　又は、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したＰＳドメインからのハンドオーバ要求に「ＣＳサ
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ービスがある」ことを示す情報が含まれると判断した場合、ＣＳドメインからのハンドオ
ーバ要求を待つ。又は、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは先にＣＳドメインからのハンドオーバ要求を
受信した場合、ＣＳドメインハンドオーバ要求に含まれる「ＰＳサービスがある」ことを
示す情報などに応じてＰＳドメインからのハンドオーバ要求を待つ。これにより、ＨＯ－
Ｐｒｏｘｙは、ＰＳドメインとＣＳドメインとのハンドオーバ要求を関連付けることを実
現する。
【００６３】
　もちろん、本発明は、ＰＳドメインサービスのハンドオーバ要求及びＣＳドメインサー
ビスのハンドオーバ要求に、それぞれＣＳドメインサービス及びＰＳドメインサービスを
同時にハンドオーバする識別情報を設定することができる。
【００６４】
　このように、ＰＳドメインサービスのハンドオーバ要求が先にＨＯ－Ｐｒｏｘｙにより
受信され、又はＣＳドメインサービスのハンドオーバ要求が先にＨＯ－Ｐｒｏｘｙにより
受信されるか否かに関らず、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したハンドオーバ要求にＰＳの識
別子及びＣＳからＰＳにハンドオーバされる識別子が含まれるかどうかによって、ＵＥの
ＣＳドメインサービス及びＰＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメイ
ンに同時にハンドオーバするかどうかを確定できる。
【００６５】
　換言すれば、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したハンドオーバ要求にＣＳドメインサービス
及びＰＳドメインサービスを同時にハンドオーバする識別情報が含まれると判定した場合
、受信したＵＥのＣＳドメインサービスのハンドオーバ要求及びＰＳドメインサービスの
ハンドオーバ要求を確認した後、ターゲットネットワークの対応するネットワーク要素に
ハンドオーバ要求を送信し、もしくは別のハンドオーバ要求を待つ。
【００６６】
　ステップ１０６では、ＳＧＳＮがＨＯ－Ｐｒｏｘｙにハンドオーバ要求メッセージを送
信し、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、ターゲットネットワーク制御ネットワーク要素に位置する場
合、又はステップ１０２におけるＭＳＣと異なる別のＭＳＣに位置する場合、例えば、Ｆ
ｏｒｗａｒｄ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。
【００６７】
　ハンドオーバ要求メッセージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤは受信したハンドオーバ要求メッセ
ージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤ（即ちＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信される）である。ＨＯ－Ｐｒｏ
ｘｙがステップ１０３におけるＭＳＣに位置する場合、ＳＧＳＮは例えば構成又は接続関
係に応じてＨＯ－Ｐｒｏｘｙを確定することができる。
【００６８】
　もちろん、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが当該ＳＧＳＮに含まれると、当該ＳＧＳＮに送信された
Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ＲｅｑｕｉｒｅｄメッセージはＨＯ－Ｐｒｏｘｙに同時に送信さ
れる。この場合ステップ１０６は存在しない。
【００６９】
　ステップ１０７では、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＣＳドメインとＰＳドメインからのハンドオ
ーバ要求メッセージにおける情報を関連付け、即ち、ステップ１０５に記載の方法でＣＳ
ドメインとＰＳドメインからのハンドオーバ要求を関連付ける。
【００７０】
　２つのドメインからのハンドオーバ要求メッセージが存在する場合、その中の関連情報
によってターゲットネットワークが識別可能な対応情報を生成し、一つに結合してステッ
プ１０９のハンドオーバ要求メッセージのパラメータとする。
【００７１】
　ステップ１０８は、ステップ１００が実行されなかった場合、任意的なステップである
。選択的に、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがデータネットワークゲートウェイ（即ち、ＳＧＷ（Ｓｅ
ｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）とＰＧＷ（ＰＤＮ　Ｇａｔｅｗａｙ））に音声ベアラの確
立を申し出、例えば、Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄを送信する。
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【００７２】
　ステップ１００が実行された場合でも、本ステップは任意的なステップであり、ＨＯ－
Ｐｒｏｘｙが、ＵＥ－１のためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はタ
ーゲットネットワーク制御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、例えば、ＰＤＰ　Ｃ
ｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信してベアラ情報を取得する。
【００７３】
　ステップ１０９は、ステップ１０８が実行された場合、その後に実行され、ステップ１
０８が実行されなかった場合、ステップ１０７の後に実行される。
【００７４】
　ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがターゲットネットワークの制御エンティティに位置しないと、ＨＯ
－Ｐｒｏｘｙがターゲットネットワークの制御エンティティ、即ちロング・ターム・エボ
リューション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ネットワークの移動
管理エンティティ（ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）又は
高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ：Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ
）ネットワークのＳＧＳＮにハンドオーバ要求を送信する。
【００７５】
　例えば、ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＣＳ　ｔｏ　ＰＳ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージを送信する。ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがターゲットネットワークの制御エンティティに
位置すると、ステップ１０９は実行されない。ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがベアラ情報を取得する
と、ハンドオーバ要求には、取得されたベアラ情報が含まれる。
【００７６】
　ステップ１１０では、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがステップ１００とステップ１０８を実行しな
かった場合、ターゲットネットワーク制御エンティティ又はＨＯ－Ｐｒｏｘｙ（ＨＯ－Ｐ
ｒｏｘｙがターゲットネットワーク制御エンティティに位置する場合）は音声ベアラの確
立を要求し、例えばＢｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｍｍａｎｄを送信する。
【００７７】
　ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがステップ１００を実行した場合、ターゲットネットワーク制御エン
ティティ又はＨＯ－Ｐｒｏｘｙ（ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがターゲットネットワーク制御エンテ
ィティに位置する場合）は、ＵＥ－１のためにベアラを確立するサービスネットワークＳ
ＧＳＮ又はターゲットネットワーク制御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、例えば
、ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信してベアラ情報を取得する
。
【００７８】
　ステップ１１１では、ターゲットネットワーク制御エンティティはターゲットネットワ
ーク基地局サブシステムにハンドオーバ要求を送信し、例えば、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージを送信する。
【００７９】
　ステップ１１２では、ターゲットネットワーク基地局サブシステムがハンドオーバ応答
メッセージを返答し、例えば、Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋｎｏｗｌｅｄ
ｇｅメッセージを送信する。
【００８０】
　ステップ１１３では、ターゲットネットワーク制御エンティティがハンドオーバ応答メ
ッセージを受信した後、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙにハンドオーバ応答メッセージを送信し、例え
ばＣＳ　ｔｏ　ＰＳ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信する。
【００８１】
　ステップ１１４では、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがサービスネットワークのＭＳＣにハンドオー
バ応答メッセージを送信し、例えばＰｒｅｐ＿ＨＯ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信
する。
【００８２】
　ステップ１１５では、サービスネットワークのＭＳＣがサービスネットワーク基地局サ
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ブシステムにハンドオーバコマンドを送信し、例えばＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄ
（ハンドオーバコマンド）メッセージを送信する。
【００８３】
　ステップ１１６では、ＵＥ－１がデータサービスをさらに有する場合、ＨＯ－Ｐｒｏｘ
ｙが更にサービスネットワークＳＧＳＮにハンドオーバ応答を送信し、例えばＦｏｒｗａ
ｒｄ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅメッセージを送信する。
【００８４】
　ステップ１１７では、サービスネットワークＳＧＳＮがサービスネットワーク基地局サ
ブシステムにハンドオーバコマンドを送信し、例えばＲｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍａ
ｎｄメッセージを送信する。
【００８５】
　ステップ１１８では、サービスネットワーク基地局サブシステムが２つのハンドオーバ
コマンドを結合し、ターゲットネットワークへのハンドオーバを指示するメッセージをＵ
Ｅ－１に送信し、例えばＨＯ　ｆｏｒｍ　ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮメッセージを送信する
。
【００８６】
　ステップ１１９では、ＵＥ－１がハンドオーバを実行し、ターゲットネットワークに変
調する。
【００８７】
　これにより、ＵＥ－１がターゲットネットワークのＰＳドメインによって、音声サービ
スを含むサービスを提供し、ＣＳドメインにおけるＵＥ－１の元の音声サービスはターゲ
ットネットワークのＰＳドメインで引き続き提供されるものとすることができる。
【００８８】
　（実施形態２）
　図２は本発明に係る回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハンドオーバ
する方法の実施形態２のフローチャートである。図２に示すように、本実施形態の応用シ
ナリオでは、ＵＥ－１がＣＳドメインを介してＵＥ－２とコールを確立する。ＵＥ－１に
他の非音声のＰＳドメインサービスがある可能性があり、ＵＥ－１がターゲットネットワ
ーク（ＰＳネットワーク）に移動した場合、すべてのサービスをターゲットネットワーク
のＰＳドメインにハンドオーバして提供する必要がある。本実施形態の回線交換ドメイン
サービスがパケット交換ドメインにハンドオーバする方法は具体的に以下のステップを含
む。
【００８９】
　ステップ２００は、任意的なステップであり、ＵＥ－１がＰＳベアラを確立することを
サービスネットワークに要求し、例えば、Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ　Ｃｏｍｍ
ａｎｄメッセージを送信する。又は、ＵＥ－１は、ＩＭＳネットワークとサービスネット
ワークとのインタラクティブによりベアラの確立を実現し、例えば、ＩＭＳセッションを
開始する。又は、ＵＥ－１は、ＩＭＳ登録過程中にＰ－ＣＳＣＦがベアラ確立を必要とす
ることを通知し、かつＰ－ＣＳＣＦとサービスネットワークとのインタラクティブにより
ベアラの確立を実現する。
【００９０】
　当該ステップはハンドオーバの前にいつでも行ってもよい。ＵＥ－１が先にターゲット
ネットワークをアクセスした場合、ターゲットネットワークでベアラを確立することがで
きる。この時、ターゲットネットワーク基地局システムとターゲットネットワーク制御エ
ンティティによりベアラの確立が実現されるものである。この場合、ＵＥ－１はサービス
ネットワークに移動した後ＣＳサービスを確立し、後続のステップを実行する。
【００９１】
　ステップ２０１では、ＵＥ－１は、そのサービスしているネットワークに測定レポート
を送信して、セルの信号強度の測定情報を報告する。
【００９２】
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　ステップ２０２では、ＵＥ－１にサービスするネットワークの基地局サブシステムは、
測定レポートにおける各セル信号強度の測定情報に応じて、近隣のＰＳターゲットネット
ワークがより適切にＵＥ－１にサービスすることを判断して、ハンドオーバ操作を行うこ
とを決定する。
【００９３】
　サービスネットワークの基地局サブシステムは、ＳＧＳＮにハンドオーバ要求、例えば
Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを送信する。ハンドオーバ要求メッセー
ジのターゲット識別子（ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ）には、前記サービスネットワークの各ネッ
トワーク要素（例えばＳＧＳＮ）により前記ハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに
ルーティングするるターゲット識別子を設定してもよい。
【００９４】
　ハンドオーバ要求メッセージには「ＰＳサービスがある」ことを示す情報が含まれ、例
えば、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。ハンドオーバプロキシはＭＳＣ、ＳＧＳＮ、又は
ターゲットネットワーク制御エンティティに含まれてもよい。
【００９５】
　ステップ２０３では、ＳＧＳＮがＨＯ－Ｐｒｏｘｙにハンドオーバ要求メッセージを送
信する。ＨＯ－Ｐｒｏｘｙがターゲットネットワーク制御ネットワーク要素に位置する場
合、又はステップ２０５におけるＭＳＣと異なる別のＭＳＣに位置する場合、例えば、Ｆ
ｏｒｗａｒｄ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。
【００９６】
　ハンドオーバ要求メッセージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤは受信されたハンドオーバ要求メッ
セージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤ（即ち、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに指す）である。ＨＯ－Ｐｒｏｘ
ｙがステップ２０５におけるＭＳＣにある場合、ＳＧＳＮは例えば構成又は接続関係に応
じてＨＯ－Ｐｒｏｘｙを確定することができる。
【００９７】
　もちろん、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが当該ＳＧＳＮに含まれる場合、当該ＳＧＳＮに送信され
るＦｏｒｗａｒｄ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージは同時にＨＯ－Ｐ
ｒｏｘｙに送信され、ステップ２０３は実行されない。
【００９８】
　ｔａｒｇｅｔ　ＩＤの一部の情報は現在のハンドオーバがＰＳ及びＣＳからＰＳ（即ち
、「ＣＳサービスがある」と示す）へのハンドオーバであると表すことに用いられ例えば
、ｔａｒｇｅｔ　ＩＤにおけるロケーションエリア識別情報（ＬＡＩ：Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）又はルーティングエリア識別情報（ＲＡＩ：Ｒｏｕｔｉ
ｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）によって示される。例えば、特定のＬＡＩ又はＲＡ
Ｉは、現在のハンドオーバがＰＳ及びＣＳからＰＳへのハンドオーバであることを識別す
ることに用いられる。もちろん、対応する要求メッセージに専用のハンドオーバ指示識別
子が設けられることにより示されてもよい。
【００９９】
　ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは先にＰＳドメインからのハンドオーバ要求を受信した後、ＨＯ－Ｐ
ｒｏｘｙがＭＳＣに位置すると、正常なＰＳドメインからＰＳドメインへのハンドオーバ
要求がＨＯ－Ｐｒｏｘｙに到達しないので、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはこの判断結果によりＣＳ
ドメインからのハンドオーバ要求を待つ必要がある。
【０１００】
　又は、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したＰＳドメインからのハンドオーバ要求に「ＣＳサ
ービスがある」ことを示す情報が含まれると判断した場合、ＣＳドメインからのハンドオ
ーバ要求を待つ。又は、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは先にＣＳドメインからのハンドオーバ要求を
受信した場合、ＣＳドメインハンドオーバ要求に含まれる「ＰＳサービスがある」ことと
示す情報などに応じてＰＳドメインからのハンドオーバ要求を待つ。これにより、ＨＯ－
Ｐｒｏｘｙは、ＰＳドメインとＣＳドメインとのハンドオーバ要求を関連つけることを実
現する。
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【０１０１】
　もちろん、本発明は、ＰＳドメインサービスのハンドオーバ要求及びＣＳドメインサー
ビスのハンドオーバ要求に、それぞれＣＳドメインサービス及びＰＳドメインサービスを
同時にハンドオーバする識別情報を設定することができる。
【０１０２】
　このように、ＰＳドメインサービスのハンドオーバ要求が先にＨＯ－Ｐｒｏｘｙにより
受信され、ＣＳドメインサービスのハンドオーバ要求が先にＨＯ－Ｐｒｏｘｙにより受信
されるか否かに関らず、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したハンドオーバ要求にＰＳ及びＣＳ
からＰＳにハンドオーバされる識別子が含まれるかどうかによって、ＵＥのＣＳドメイン
サービス及びＰＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインに同時にハ
ンドオーバするかどうかを確定できる。
【０１０３】
　換言すれば、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、受信したハンドオーバ要求にＣＳドメインサービス
及びＰＳドメインサービスを同時にハンドオーバする識別情報が含まれると判定した場合
、受信した前記ＵＥのＣＳドメインサービスのハンドオーバ要求及びＰＳドメインサービ
スのハンドオーバ要求を確認した後、前記ターゲットネットワークの対応するネットワー
ク要素にハンドオーバ要求を送信し、もしくは別のハンドオーバ要求を待つ。
【０１０４】
　ステップ２０４では、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＰＳドメインからのハンドオーバ要求メッセ
ージを受信した場合、ＣＳドメインからのハンドオーバ要求メッセージを待つ。
【０１０５】
　ステップ２０５では、サービスネットワークの基地局サブシステムが更にＭＳＣにハン
ドオーバ要求（即ちＣＳドメインのハンドオーバ要求メッセージ）を送信し、例えばＨａ
ｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを送信する。
【０１０６】
　ハンドオーバ要求メッセージのターゲット識別子（ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ）はサービスネ
ットワークの各ネットワーク要素（例えば、ＭＳＣ）によりハンドオーバ要求が前記ＨＯ
－Ｐｒｏｘｙにルーティングするされるターゲット識別子として設定されてもよい。
【０１０７】
　ＵＥ－１がＰＳサービスをさらに有する場合、ハンドオーバ要求メッセージには「ＰＳ
サービスを有する」ことを示す情報が含まれ、この情報は例えばｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含
まれる。ハンドオーバプロキシはＭＳＣ、ＧＳＮ又はターゲットネットワークの制御エン
ティティに含まれてもよい。ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＳＧＳＮにあると、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは
指示情報に応じて判断する必要がなく、ユーザがＰＳサービスを有するかどうかについて
判定できる。
【０１０８】
　ステップ２０６では、ＭＳＣがＨＯ－Ｐｒｏｘｙにハンドオーバ要求メッセージを送信
し、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが別のＭＳＣにある場合、例えばＰｒｅｐ＿ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
を送信する。ハンドオーバ要求メッセージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤは受信したハンドオーバ
要求メッセージのｔａｒｇｅｔ　ＩＤであり、ハンドオーバ要求メッセージには「ＰＳサ
ービスを有する」ことを示す情報が含まれ、例えばｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。
【０１０９】
　ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＳＧＳＮ又はターゲットネットワークの制御ネットワーク要素に位
置する場合、例えばＣＳ　ｔｏ　ＰＳ　ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。こ
こで、ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＭＭＥに位置する時のｔａｒｇｅｔ　ＩＤ（当該ｔａｒｇｅｔ
　ＩＤは必ずしも受信されたハンドオーバ要求メッセージ（Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒｅｑｕ
ｉｒｅｄ）のｔａｒｇｅｔ　ＩＤでなく、受信されたハンドオーバ要求メッセージに含ま
れるｔａｒｇｅｔ　ＩＤ又は他のフィールド情報によって得られる）もＨＯ－Ｐｒｏｘｙ
にも送信される。
【０１１０】
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　ＨＯ－ＰｒｏｘｙがＳＧＳＮにある場合、ＭＳＣは例えば構成又は接続関係に応じてＨ
Ｏ－Ｐｒｏｘｙを確定できる。ＨＯ－ＰｒｏｘｙはＭＭＥに位置する時、ハンドオーバ要
求メッセージには「ＰＳサービスを有する」ことを示す情報が含まれ、この情報は例えば
ｔａｒｇｅｔ　ＩＤに含まれる。
【０１１１】
　もちろん、ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが当該ＳＧＳＮに含まれると、当該ＳＧＳＮに送信したＲ
ｅｌｏｃａｔｉｏｎ　ＲｅｑｕｉｒｅｄメッセージはＨＯ－Ｐｒｏｘｙに同時に送信され
る。このように、ステップ２０６は実行されない。
【０１１２】
　ステップ２０７～２１９は前に記載した図１のステップ１０７～１１９と同様である。
【０１１３】
　これで、ＵＥ－１がターゲットネットワークのＰＳドメインによって、音声サービスを
含むサービスを提供し、ＣＳドメインにおけるＵＥ－１の元の音声サービスがターゲット
ネットワークのＰＳドメインに引き続き提供されるものとすることができる。なお、本発
明に称される「関連付け」は「同期」とも称される。
【０１１４】
　同時に、本発明には、サービスネットワーク基地局システムと、ターゲットネットワー
ク制御エンティティと、ターゲットネットワークのＰＳドメインへのハンドオーバのため
のＨＯ－Ｐｒｏｘｙとを含む、回線交換ドメインサービスをパケット交換ドメインにハン
ドオーバするシステムが記載されている。
【０１１５】
　上記のサービスネットワーク及びターゲットネットワークはすべてハンドオーバ状態に
あるＵＥに対するものであり、上記のネットワークはすべて既存のネットワークであるこ
とは当業者が理解できる。
【０１１６】
　従って、本発明における回線交換ドメインサービスからパケット交換ドメインにハンド
オーバするシステムの構造は明確であり、ここでは図面を示すことを省略する。
【０１１７】
　上記のネットワークにおけるあるネットワーク要素は既存のネットワーク要素が実行す
る機能と異なるところがあり、即ち、本発明の実施形態に関するネットワーク要素には、
以下の対応する機能が増設される。詳細は以下の通りである。
【０１１８】
　サービスネットワーク基地局システムは、ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネ
ットワークのＰＳドメインにハンドオーバすることを決定した場合、前記ＵＥのＣＳドメ
インサービスハンドオーバ要求を生成して前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する。
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を受信し
た後、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハン
ドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要求し、又は前記ＵＥの
ＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする。
【０１１９】
　前記システムは、ＵＥをさらに含み、前記ＵＥは、前記サービスネットワーク基地局シ
ステムが前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインにハ
ンドオーバすることを決定する前に、ＩＭＳネットワークを介してサービスネットワーク
又はターゲットネットワークにおいてベアラを確立し、若しくはＩＭＳセッションを開始
し、又は、サービスネットワークやターゲットネットワークにおいてベアラを直接に確立
する。
【０１２０】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙが、前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワーク
のＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク制御エンティティに要
求し、又は前記ＵＥのＣＳドメインサービスをターゲットネットワークのＰＳドメインに
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ハンドオーバする前に、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハン
ドオーバ要求と前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求とを関連付ける。
【０１２１】
　上記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＵＥのＣＳドメインサービス
ハンドオーバ要求に、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有するかどうかを示す識別情報
を含める。
【０１２２】
　前記ＵＥがさらにＰＳドメインサービスをさらに有する場合、前記サービスネットワー
クはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ
に送信する。
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＣＳドメインとＰＳドメインサービスをタ
ーゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバするようにターゲットネットワーク
制御エンティティに要求し、又は前記ＵＥのＣＳドメインサービスとＰＳドメインサービ
スをターゲットネットワークのＰＳドメインにハンドオーバする。
【０１２３】
　前記サービスネットワーク基地局システムから送信された、前記ＵＥのＰＳドメインサ
ービスハンドオーバ要求には、前記ＵＥがＣＳドメインサービスを有することを示す識別
情報が含まれる。
【０１２４】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を
受信した場合、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有することを確定する。
【０１２５】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を
受信した場合、前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求におけるＣＳドメインサービ
スの識別情報に応じて、前記ＵＥがＣＳドメインサービスをさらに有することを確定する
。
【０１２６】
　前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前記ＵＥのＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を
受信した場合、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求における、ＰＳドメインサー
ビスを有するかどうかを示す識別情報に応じて、前記ＵＥがＰＳドメインサービスをさら
に有するかどうかを確定する。
【０１２７】
　前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＣＳドメインサービスハンド
オーバ要求に前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに関連付け可能な情報を含め、前記ＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求を送信し、又は前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記
ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求をサービス
ネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣがＣＳドメインサービス
ハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信する。
【０１２８】
　前記サービスネットワーク基地局システムはさらに、前記ＣＳドメインサービスハンド
オーバ要求と前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求において前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ
に関連付け可能な情報を含み、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求及び／又は前
記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハ
ンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、前記サービスネットワーク基地局シス
テムが前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求をサービスネットワークＳＧＳＮに送
信し、前記サービスネットワークＳＧＳＮはＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前
記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信し、又は、前記ＣＳドメインサービスハンドオーバ要求をサー
ビスネットワークＭＳＣに送信し、前記サービスネットワークＭＳＣはＣＳドメインサー
ビスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙ送信し、前記サービスネットワーク基地局
システムは前記ＰＳドメインサービスハンドオーバ要求を前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙに送信す
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【０１２９】
　前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有しない場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙはさらに、前
記ＵＥのためにベアラを確立するサービスネットワークＳＧＳＮ又はターゲットネットワ
ーク制御エンティティにベアラ情報を問い合わせ、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行
し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元の
サービスを供給する。
　又は、前記ＵＥがＰＳドメインサービスを有する場合、前記ＨＯ－Ｐｒｏｘｙは、さら
に、ＰＳドメインハンドオーバ操作を実行し、前記ＵＥによって確立されたベアラを利用
して前記ＵＥのＣＳドメインにおける元のサービスを供給する。
【０１３０】
　以上は、本発明の好適な実施形態に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない
。

【図１】 【図２】
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